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対象者 ２回目接種終了後、８カ月以上経過した方

通知時期
２回目接種終了後、８カ月以上経過した方に接種券と予診票を町から送付
予定です。
申し込みは必要ありません。

接種開始時期

令和３年３月・４月に２回目の接種が終了した医療従事者など
　　　 令和３年12月　　

令和３年５月に２回目の接種が終了した方　　　令和４年１月　

令和３年６月以降に２回目の接種が終了した方　　 
　　　 令和４年２月以降（予定）

予約方法 ＷＥＢ予約・電話予約（予定）

接種場所 個別接種：町内医療機関
集団接種：接種状況に応じて実施（予定）

接種費用 無料　※ワクチン接種や予約のために金銭を要求することはありません。
　　　   詐欺に注意してください。

ワクチンの種類 ファイザー (予定）

新型コロナワクチン追加（３回目）接種のお知らせ

新型コロナワクチンを２回接種した後、時間の経過とともにワクチンの有
効性や免疫の反応が低下することが報告されています。
　そこで、２回目接種から８カ月以上経過した方を対象に、追加接種として
３回目の接種をすることになりました。

追加接種について（11月1日現在の情報です）

ＷＥＢでの予約をお願いします

　追加接種の予約は、高齢者の方もＷＥＢ予約ができる
ようになる予定です。電話予約は混雑が予想されます。
可能な方は24時間、土・日・祝日も予約受け付けができ
て便利なＷＥＢでの予約をお願いします。

新型コロナワクチン追加（３回目）接種のお知らせ

※ＷＥＢ予約の方法は、町ホームページやケーブルテレ
ビなどで随時お知らせします。
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対象者

・

主な要件

ア　　令和３年9月１日㈬において、町内に本社（法人）または住所（個人事業主）

　　を有すること

イ　　今年６月～９月のうち、前年または前々年の「同月と比較して30%以上」また

　　は「連続２カ月それぞれで比較して15%以上」の売上減少月があること

ウ　　比較する月を含む 税申告書類により、年間の売上（給付金、雑収入等除く）

　　が法人で２４０万円以上、個人事業者で１２０万円以上（※または１２０万円未満   

　　で、『事業収入』 ＞ 『他の収入の合計』）であること

エ　　売上減少の要因が、新型コロナウイルス感染症の影響によること

　　   ※具体的に、新型コロナの影響を受けた理由を申告していただきます。

オ　　事業継続の意思があること

カ　　業種別ガイドラインを遵守し、新型コロナウイルス感染防止に取り組むこと

交付額
  20万円 （法人・個人事業主同額）

  （注） ただし、要件ウ※の場合は、10万円

提出書類

①　　えひめ版応援金（第２弾）交付申請書兼請求書（様式１号）　

②　　誓約書兼町税等の滞納調査同意書（様式２号）

③　　申請理由申告書（様式３号）

④　　本人確認書類の写し（運転免許証等）

⑤　　売上減少月の売上台帳等の写し（ただし、白色申告の場合は比較する月　

　　の売上台帳等も必要）

⑥　　売上減少月と 比較する月を含む 税申告書類の写し　　

愛南町
ホーム
ページ

（注）　① 国の「6月～9月を対象月とする月次支援金」および　
　　　　 ②「６月～９月の飲食店の時短営業に対する協力金」を受給した方は、対象外です。

再周知再周知

「愛南町えひめ版応援金（第2弾）」
～愛媛県との連携事業～

　新型コロナウイルス感染症の影響により、事業者の経営への
影響が長期間化していることから、さらなる感染防止対策の徹底
と事業の継続に向けた取り組みを支援します。
　 申請受付期間は、10月6日㈬～12月28日㈫です。

【申請窓口・問い合わせ】
商工観光課　　電話：72-7315


